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株式会社グローバルインフォメーション

定時株主総会
招集ご通知

第28期

証券コード：4171

2023年３月29日（水曜日）
午前10時

川崎市麻生区上麻生１丁目１番１号
ホテル モリノ新百合丘
７階 桧の間

開催日時

開催場所

株主様へのお願い
本株主総会における新型コロナウイルス感染症の感
染リスクを避けるため、本年の株主総会へのご出席
は極力お控えいただき、書面又はインターネットに
より議決権を行使くださいますようお願い申し上げ
ます。

2023年02月21日 20時08分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 1 ―

証券コード 4171
2023年３月９日

（電子提供措置の開始日 2023年３月６日）
株 主 各 位

川崎市麻生区万福寺一丁目２番３号 アーシスビル７階

株式会社グローバルインフォメーション
代 表 取 締 役 社 長 小 野 悟

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第28期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://corporate.gii.co.jp/ir/

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま
すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社
名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認
くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービスウェブサイト）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、本株主総会における新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、本年の株主
総会へのご出席は極力お控えいただき、書面又は電磁的方法（インターネット）により議決権を
事前に行使くださいますようお願い申し上げます。
書面又は電磁的方法（インターネット）による議決権の事前行使にあたりましては、お手数な

がら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、後述の議決権行
使についてのご案内に従って2023年３月28日（火曜日）午後６時までに議決権を行使してくだ
さいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１． 開 催 日 時 2023年３月29日（水曜日） 午前10時
２． 開 催 場 所 川崎市麻生区上麻生１丁目１番１号

ホテル モリノ新百合丘 ７階 桧の間
３． 会議の目的事項

報 告 事 項 １．第28期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報
告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第28期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書
類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金配当の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参の上、会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま

す。
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議決権の行使についてのご案内
株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

書面による議決権行使 インターネットによる
議決権行使

（詳しくは次頁をご覧ください）

同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。また、第28期
定時株主総会招集ご通知（本書）を
ご持参ください。
代理人によるご出席の場合は、委任
状を同封の議決権行使書用紙とと
もに会場受付にご提出ください。な
お、代理人は、議決権を有する株主
様１名とさせていただきます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、下記の行使期
限までに到着するようにご返信くださ
い。
各議案に賛否の表示がない場合は、
賛成の意思表示があったものとしてお
取扱いいたします。

スマートフォンで議決権行使書用紙
に記載のQRコードを読み取る「スマ
ート行使」による方法、又はパソコン
等で当社株主名簿管理人が運営す
る議決権行使ウェブサイト（https://
www.web54.net）にアクセスし、
同封の議決権行使書用紙に記載さ
れた「議決権行使コード、パスワード」
入力による方法で議案に対する賛否
をご入力ください。

株主総会開催日時
2023年３月29日（水曜日）

午前10時

行 使 期 限
2023年３月28日（火曜日）
午後６時00分到着分まで

行 使 期 限
2023年３月28日（火曜日）
午後６時00分まで

株主総会へのご出席による
議決権行使

重複して行使された議決権の取扱いについて
（1）書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権

行使として取り扱わせていただきます。
（2）インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取

り扱わせていただきます。
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以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

https://www.web54.net
ウェブサイトへアクセス１

Click

ログイン2

Click

パスワードの入力3

同封の議決権行使書用紙に
記載の「パスワード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」
をご入力ください。

行使期限
2023年３月28日（火曜日）午後６時00分まで

ご注意

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）

（受付時間午前9時～午後9時）

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ることで、議決権行使コード及びパス
ワードの入力なしで簡単に議決権行使ができ
ます｡

以降、画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更
される場合、再度QRコードを読み取り、
議決権行使書用紙に記載の「議決権行使
コード」「パスワード」を入力いただく必
要があります。

インターネットによる
議決権行使

「スマート行使」による方法 ｢議決権行使コード・パスワード入力」
による方法

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な
場合は、右記にお問合わせください。

※ ｢QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

１

２
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株主総会参考書類

議案に関する参考事項
第１号議案 剰余金配当の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元として、配当原資確保のための収益力を強化し、中長
期的な持続的成長と経営環境の変化に耐え得る経営基盤充実のための内部留保とのバランスを
考慮しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
この基本方針のもと、当期の配当につきましては、業績の状況、経営環境などを勘案し、次

のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22.5円 総額66,316,928円
この結果、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、１株につき金45円となりま
す。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月30日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任

期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任を
お願いいたしたいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社
株式の数

１

再 任

お の さ と る
小 野 悟

（1947年９月10日）

1970年４月 同時通訳業（個人事業） 開業
1983年４月 IGIコンサルティング日本事務所（個人事業）

開設
1995年１月 当社設立 代表取締役社長（現任）

850,000
株

【取締役候補者とした理由】
小野悟氏は、1995年の当社創業以来、当社の代表取締役社長として当社の経営を担い、その豊
富な経験及び知見をもとに業務全般にわたって会社を牽引してまいりました。その経営者として
の経験や知見、強いリーダーシップによる当社及び当社企業グループの企業価値の向上を期待し
て、引き続き取締役候補者とするものです。

２

再 任

ひ ぐ ち そ う す け
樋 口 荘 祐

（1989年８月30日）

2014年４月 JX日鉱日石エネルギー株式会社（現 ENEOS
株式会社） 入社

2018年６月 当社 入社
2019年１月 当社 経営企画課長
2020年１月 当社 経営企画部長
2020年１月 株式会社ギブテック 代表取締役（現任）
2020年８月 当社 取締役（経営企画部、IT・商品部担当）

兼 経営企画部長
2021年８月 当社 取締役（マーケティング部、ITシステ

ム部、商品コンテンツ部、海外支店担当）
兼 マーケティング部長

2022年３月 当社 常務取締役（マーケティング部、韓国
支店、台湾支店担当） 兼 マーケティング部
長（現任）

150,000
株

【取締役候補者とした理由】
樋口荘祐氏は、当社の経営企画、マーケティング・広報等に関する豊富な経験と実績を有し、子
会社において代表取締役を務めております。これらの経験や知見を活かすことにより、今後も取
締役会の意思決定機能や監督機能の強化が期待できると判断し、引き続き取締役候補者とするも
のです。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社
株式の数

３

再 任

もりやま えつろう
杜 山 悦 郎

（1961年１月４日）

1983年４月 日興証券株式会社（現 SMBC日興証券株式
会社） 入社

1993年４月 株式会社鹿児島銀行 入行
1997年１月 国際証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・

スタンレー証券株式会社） 入社
2001年７月 株式会社レントラックジャパン 入社
2004年１月 株式会社フルッタフルッタ 取締役
2014年４月 同社 取締役 専務執行役員CFO
2016年６月 SKOS株式会社 専務取締役
2017年10月 株式会社テクサー 社外取締役
2018年１月 当社 取締役
2018年４月 当社 取締役CFO（管理部担当） 兼 管理部

長（現任）
2020年１月 株式会社ギブテック 専務取締役（現任）

49,000株

【取締役候補者とした理由】
杜山悦郎氏は、当社及び子会社において要職に従事しており、企業経営者として、豊富な経験と
経営全般に関する幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かすことにより、取締
役会の意思決定機能や監督機能の強化が期待できるため、引き続き取締役候補者としました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役が

その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害が填補されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等
の免責事由があります。なお、上記取締役の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者とな
り、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

以上
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〈ご参考〉
当社の取締役が有する専門性・経験は下表のとおりです。（候補者を含むスキル・マトリックス）

氏 名 当社における地位

取締役が有する経験・専門性

企業経営
マーケ

ティング・
営業

法務・
リスク

マネジメント
財務・会計 グローバル

小 野 悟 代表取締役社長 〇 〇 〇

樋 口 荘 祐 常務取締役 〇 〇 〇

杜 山 悦 郎 取締役CFO 〇 〇 〇

久 富 有 道 社外取締役
常勤監査等委員

社 外
取締役

独 立
役 員 〇 〇

船 山 雅 史 社外取締役
監査等委員

社 外
取締役

独 立
役 員 〇 〇 〇

岡 田 尚 人 社外取締役
監査等委員

社 外
取締役

独 立
役 員 〇

元 田 達 弥 社外取締役
監査等委員

社 外
取締役

独 立
役 員 〇
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事 業 報 告
（2022年

2022年
１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2022年１月１日～2022年12月31日）における世界経済は、ロシア・
ウクライナ情勢の長期化を背景とした地政学リスクの高まりや資源価格の高騰、各国の金融
政策の変更に伴う景気減速懸念の高まり等により、先行き不透明な状況が続いております。
日本国内においては、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の制限が段階的に緩
和され、緩やかな景気回復の兆しが見られるものの、急激な円安進行や物価上昇圧力の高ま
り等、依然として予断を許さない状況となっております。
そうした中、当社グループが属する市場調査レポート出版業界においては、最新の市場動

向調査レポートに対するニーズが益々高まっております。一方で、インド、中国系の調査出
版会社の台頭や調査出版会社自身による直販部門のシェア拡大等が見られ、事業環境は常に
変化しております。
このような状況の下、当社グループは当連結会計年度を初年度とした３か年の中期経営計

画『GII Vision 2024』に基づき、商品面では、幅広い顧客ニーズに対応するため、WEBサ
イト掲載レポートのラインナップ拡大を図っております。また、販売面では、ユーザビリテ
ィの向上を図るため、レポート本文の翻訳を行うAI翻訳ツールの無償提供を開始いたしまし
た。当連結会計年度においては、各種WEBマーケティング施策の他、コーポレートロゴの刷
新や英語サイトのデザインリニューアル等に取り組み、国内外での新たな顧客層の開拓とブ
ランド価値向上に努めております。
株式会社ギブテックにおいては、ZETA通信の基本デバイス（基地局、中継器）及びセン

サー類を含む自社ブランド製品「JAZE」シリーズの製品ラインナップを拡充し、スマートフ
ァクトリーをはじめ様々な分野での用途拡大に向け、事業展開しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は2,984,792千円（前期比12.5％増）、営業利益は

626,862千円（前期比21.5％増）、経常利益は648,045千円（前期比17.1％増）、親会社株
主に帰属する当期純利益は438,032千円（前期比22.0％増）となり、売上、利益の結果も含
めいずれも過去最高を達成いたしました。

セグメントの業績は次のとおりであります。
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① 市場・技術動向に関する情報提供事業
当セグメントは、取扱商品・サービスの違いにより、市場調査レポート事業、年間情報

サービス事業、委託調査事業及び国際会議・展示会事業の４つに区分されております。以
下には事業区分別の業績について記載いたします。

(a) 市場調査レポート事業
当社の主力である市場調査レポート事業は、AI翻訳ツールの無償提供や各種WEBマ

ーケティング施策を実施し、集客面の強化を行っております。市場調査レポートの受注
は、年間を通じて概ね順調に推移し、本社部門、海外部門いずれにおいても、売上高は
前年同期を上回りました。
この結果、市場調査レポート事業全体では、前年同期比11.6％増の2,553,137千円

となりました。

(b) 年間情報サービス事業
年間情報サービス事業は、本社部門、海外部門いずれにおいても、売上高が前年同期

を上回りました。
この結果、年間情報サービス事業全体では、前年同期比15.7％増の157,409千円と

なりました。

(c) 委託調査事業
委託調査事業は、本社部門、海外部門いずれにおいても、売上高が前年同期を上回り

ました。
この結果、委託調査事業全体では、前年同期比24.3％増の208,677千円となりまし

た。

(d) 国際会議・展示会事業
国際会議・展示会事業は、国際会議・展示会が再開されるまで、人員等のリソースを

他事業に振り向けており、本社部門、海外部門の両方において、売上高は前年同期を大
きく下回りました。
この結果、国際会議・展示会事業全体では、前年同期比66.9％減の2,345千円となり

ました。

以上より、当セグメントの売上高は2,921,569千円となり、営業利益は638,298千円
となりました。
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② その他事業
当セグメントにおきましては、株式会社ギブテックにおけるIoT向け無線通信方式であ

るLPWA通信に関する製品の販売、受託開発等を主な事業にしております。自社ブランド
製品「JAZE」シリーズの販促をすすめ、年間を通じた営業損失は改善傾向となっており
ます。売上高は前年同期比15.0％増の63,222千円となり、セグメント損失（営業損失）
は12,756千円となりました。

（2）設備投資等の状況
記載すべき事項はありません。

（3）資金調達の状況
記載すべき事項はありません。

（4）事業の譲渡、吸収合併又は新設分割の状況
記載すべき事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
記載すべき事項はありません。

（6）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
記載すべき事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況
記載すべき事項はありません。
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（8）対処すべき課題
当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

① 中期経営計画『GII Vision 2024（2022年12月期～2024年12月期）』の実践
当社グループは、国境の壁、言語の壁を超えて、お客様の意思決定を支援し、事業展開

に寄与できる最適な市場情報をタイムリーに提供し、各業界・産業界の意義ある活性化に
「情報」というフェイズから貢献するため、市場調査レポートの販売を中心に事業を展開
しております。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大の影響で、コミュニケーションツー

ルが発達、浸透し、インターネットを経由したコミュニケーションが急速に進んでおり、
情報伝達速度も以前とは比べ物にならないほど速くなっております。
当社グループでは、このような環境の変化を、主力事業である市場調査レポート事業に

とって、フォローの環境と捉え、成長スピードを加速させ企業価値の向上を図るべく、
2022年2月に中期経営計画『GII Vision 2024』を策定し、計画の達成に向けて取り組
んでおります。
特定の市場に関する良質な情報を、より早く入手することが今まで以上に重要となる世

の中において、当社グループの役割は今後一層重要となると考えております。
また、その他事業（IoT関連事業）につきましては、当社グループの成長ドライバーと

して位置づけ、SDGsの観点からも今後需要の高まりが想定されるスマートファクトリー、
スマートビルディング、スマート物流用途を中心に事業拡大を図ってまいります。
中期経営計画においては以下の方針に則り、収益の拡大、企業価値の最大化に努めてま

いります。
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■収益基盤の強化
市場・技術動向に関する情報提供事業、その他事業（IoT関連事業）のそれぞれにおい

て、次の取り組みを実施し、収益基盤の強化を図ります。

[市場・技術動向に関する情報提供事業]
・WEBサイト掲載レポートラインナップ拡大による販売強化
・レポート本文の翻訳（英→日）を行うAI翻訳ツール提供による販売強化
・顧客の要望に対応したレポートのカスタマイゼーションや高付加価値提案による顧
客満足度の向上

・日本国内におけるGIIブランドの認知度向上による顧客基盤の拡大
・アフターコロナ需要に対応した国際会議・展示会事業の再開
・海外WEBサイト改修及び海外拠点のオペレーション改善による欧米圏でのシェア
アップ

[その他事業（IoT関連事業）]
・スマートファクトリー、ビルディング、物流、農業向け製品の販売拡大による早期
黒字化

・国内外のスマートシティ案件に対する取り組みの強化
・日本製デバイスブランド「JAZE」シリーズの製品ラインナップの拡充

■次なる成長に向けた投資
既存事業の拡大に加え、新たな収益を生み出す事業や人材、業務効率化に資するシステ

ム等に積極的に投資を行います。
・業務効率化に繋がる業務のデジタル化への投資
・IoT関連事業に続く新たな事業への投資

■ESGを意識したSDGs経営の推進
持続的な企業価値の向上に加え、環境、社会、ガバナンスに配慮した経営に努めてまい

ります。
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② 有能な人材の確保と育成
当社グループは、事業の継続的な発展を実現するためには、有能な人材の確保と育成が

不可欠な課題であると考えております。そのために、収益性を考慮した人員の最適化を図
っていくとともに、事業構造や事業展開等を勘案した上で必要な人材を適時採用するほ
か、社内の育成環境の強化を推し進めてまいります。
また、社員の処遇向上と福利厚生の充実など、社員ひとりひとりが責任と誇りを持って

満足して働く環境づくりに引き続き取り組んでまいります。

③ コーポレート・ガバナンス、内部管理体制の強化
当社グループは、環境変化へ迅速に対応しつつ持続的な成長を維持していくためには、

コーポレート・ガバナンスと内部管理体制の強化が重要な課題の一つと認識しておりま
す。
そのために、内部監査による定期的なモニタリングの実施等により内部統制の実効性を

高め、リスクマネジメント、コンプライアンスを含めたコーポレート・ガバナンス体制の
構築と運用を図ってまいります。
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（9）財産及び損益の状況の推移

区 分 2019年12月期
第25期

2020年12月期
第26期

2021年12月期
第27期

2022年12月期
第28期（当連結会計年度）

売 上 高（千円） 2,309,627 2,153,861 2,654,063 2,984,792

経 常 利 益（千円） 342,528 332,245 553,359 648,045
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） 229,138 255,632 359,168 438,032

１株当たり当期純利益（円） 91.66 102.13 131.29 148.64

総 資 産（千円） 1,732,474 1,919,961 2,529,734 2,751,590

純 資 産（千円） 998,872 1,351,946 1,775,204 2,050,465

（注）１．当社グループは、第26期より連結計算書類を作成しておりますので、第25期については、当社単体
の数値を記載しております。そのため、第25期の「親会社株主に帰属する当期純利益」は、当社単体
の「当期純利益」の数値となっております。

２．当社は、2019年７月18日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。第25
期の期首に当該分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

３．当社は、当連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年
３月31日）を適用しており、当連結会計年度の各数値については、当該基準を適用しております。

（10）重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社ギブテック 83,250千円 98.9％ IoT向け無線通信LPWA関連機器の製造・販売
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（11）主要な事業内容
当社グループの事業は、市場・技術動向に関する情報提供事業セグメント及びその他事業

セグメントの２つのセグメントから構成されております。

（市場・技術動向に関する情報提供事業）
本セグメントにおいては、市場調査レポート事業、年間情報サービス事業、委託調査事業

及び国際会議・展示会事業の４事業を主要な事業としております。
① 市場調査レポート事業

調査出版会社の専門アナリストが、特定テーマに沿って市場の調査・分析を行い、市場
規模・予測、テクノロジーのトレンド、規制風土、競合環境・市場シェア、参入状況等を
体系的にまとめたレポートを仕入れし、販売する事業であります。
② 年間情報サービス事業

年間契約型の情報サービスで、基本的に１年間の契約で特定の調査出版会社の出版物や
データ情報を販売する事業であります。
③ 委託調査事業

顧客の市場情報ニーズに合わせ、オーダーメイドの調査レポートを提供する事業であり
ます。
④ 国際会議・展示会事業

国際会議や展示会への参加者、出展者やスポンサーを募集する事業であります。

（その他事業）
本セグメントには、株式会社ギブテックにおけるIoT向け無線通信LPWA関連機器の製造・

販売、受託開発等の事業が含まれます。
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（12）主要な営業所
① 当社

区 分 所 在 地

本 社 神奈川県川崎市

米 国 支 店 米国 コネチカット州

韓 国 支 店 韓国 ソウル市

台 湾 支 店 台湾 台北市

ヨーロッパ支店 ベルギー ブリュッセル市

② 子会社
会 社 名 所 在 地

株式会社ギブテック 神奈川県川崎市

（13）従業員の状況
従業員数 前連結会計年度末比増減

国 内 31名 +2名

海 外 17名 ±0名

合 計 48名 +2名

（注）上記従業員数は、使用人兼務役員及び臨時従業員は含んでおりません。

（14）主要な借入先
記載すべき事項はありません。

（15）その他の企業集団の現況に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 10,000,000株

（2）発行済株式の総数 2,947,500株

（3）株主数 1,381名

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持株比率

小野 悟 850,000株 28.8％

小野 優子 625,000株 21.2％

田野 聡美 150,000株 5.1％

樋口 めぐ美 150,000株 5.1％

株式会社いちとせ 150,000株 5.1％

株式会社エルワイアール 150,000株 5.1％

樋口 荘祐 150,000株 5.1％

株式会社ＳＢＩ証券 51,834株 1.8％

杜山 悦郎 49,000株 1.7％

ＣＨＵ ＹＡＮＹＵＮ 32,300株 1.1％
（注）１．小数点第１位未満を四捨五入して表示しております。

２．持株比率は、自己株式（81株）を控除して計算しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
記載すべき事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 小 野 悟

常 務 取 締 役 樋 口 荘 祐
マーケティング部、韓国支店、台湾支店担当 兼 マーケティング部長
株式会社ギブテック 代表取締役

取 締 役 CFO 杜 山 悦 郎
管理部担当 兼 管理部長
株式会社ギブテック 専務取締役

取 締 役
(常勤監査等委員)

久 富 有 道 株式会社ギブテック 監査役

取 締 役
（監査等委員）

船 山 雅 史

船山公認会計士事務所 代表
DIG-X株式会社 代表取締役
株式会社フィナンテック 社外取締役
株式会社割符サービス 社外取締役
株式会社NEW ART HOLDINGS 社外取締役
公益財団法人寿財団 監事

取 締 役
（監査等委員）

岡 田 尚 人
岡田・今西・山本法律事務所 パートナー
第二東京弁護士会会社法研究会 代表幹事
クモノスコーポレーション株式会社 社外監査役

取 締 役
（監査等委員）

元 田 達 弥

元田会計事務所 所長
株式会社MTコンサルティング 代表取締役
テイ・エス テック株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社三井ハイテック 社外取締役（監査等委員）

（注）１．当社は、2022年３月29日開催の第27期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社
に移行しております。

２．久富有道氏、船山雅史氏、岡田尚人氏及び元田達弥氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立
役員として届け出ております。

３．当社は、日常的な社内情報の収集、内部監査部門との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監
査・監督機能を強化するため、久富有道氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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４．常勤監査等委員久富有道氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

５．監査等委員船山雅史氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

６．監査等委員岡田尚人氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するも
のであります。

７．監査等委員元田達弥氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

８．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

地 位 氏 名 異動日（退任日）

取 締 役 栗 崎 俊 紀 2022年３月29日

監 査 役 坂 野 弘 樹 2022年３月29日

９．当事業年度中に以下の取締役の地位及び担当の異動がありました。

新 役 職 名 旧 役 職 名 氏 名 異 動 日
常 務 取 締 役
マーケティング部、韓国
支店、台湾支店担当
兼 マーケティング部長

取 締 役
マーケティング部、ITシ
ステム部、商品コンテン
ツ部、海外支店担当
兼 マーケティング部長

樋 口 荘 祐 2022年３月29日

（ご参考）当社は執行役員制度を導入しており、2022年12月31日現在の執行役員の構成は、次のとおりであり
ます。

地 位 氏 名 担 当

執 行 役 員 栗 崎 俊 紀 国内営業担当 兼 営業部長

執 行 役 員 塩 山 晋 ITシステム部、商品コンテンツ部担当 兼 ITシステム部長

執 行 役 員 Shin-tien, Chiang パブリッシャーリレーション、米国支店、ヨーロッパ支店担当

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、各社外取締役との間において、会社法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
限度額は、法令が定める額としております。なお、当該役員が責任の原因となった職務の遂
行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社取締役（監査等委員である取締役を含む。）を被保険者として、会社法第430

条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結して
おります。保険料は全額会社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者
が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害を当該保険契約より保険会社が填補するものであります。故意又
は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。

（4）取締役及び監査役の報酬等の額
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年３月10日の取締役会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方

法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿
うものであると判断しております。
概要は以下のとおりです。

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定プロセスについては、ステーク
ホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・透明性を備えたものとする。

２．各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務等に応じた「基本報酬」と、各事
業年度の利益及び諸般の事情を勘案した「役員賞与」を支給する。

３．「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「役員賞与」
は、インセンティブ付与を目的に、各事業年度の業績及びその他諸般の事情（他企業
の役員報酬水準や当社の事業内容・規模等）を勘案して支給する報酬である。

４．個人別の報酬の額については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に
おいて、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、経営に対する責任・関与の度合
いにより予め定めた役位別の報酬額を基準として、答申案を策定し、取締役会の決議
により決定する。

５．社外取締役の役員報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して
監督・助言を行う役割を担うことから、「基本報酬（固定報酬）」のみの構成とする。
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②当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 支給人員 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く） ６名 87,240千円
（うち社外取締役） （２名） ( 1,320千円）

取締役（監査等委員） ４名 9,900千円
（うち社外取締役） （４名） ( 9,900千円）
監 査 役 ３名 2,112千円

（うち社外監査役） （３名） ( 2,112千円）

計 13名 99,252千円

（注）１．当社は、2022年３月29日開催の第27期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社
に移行しております。

２．当事業年度末日現在の取締役は７名（うち社外取締役４名）であります。
３．上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額14,652千円（取締役（監査

等委員を除く。）13,560千円、監査等委員である取締役900千円、監査役192千円）を含んでおりま
す。

４．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
５．取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額は、2022年３月29日開催の第27期定時株主総会におい

て、年額200百万円以内と決議いただいております。なお、当該決定がなされた時点において、当該
報酬等の額の対象とされていた取締役（監査等委員を除く。）の員数は３名であります。

６．取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2022年３月29日開催の第27期定時株主総会において、年額
50百万円以内と決議いただいております。なお、当該決定がなされた時点において、当該報酬等の額
の対象とされていた取締役（監査等委員）の員数は４名（うち社外取締役は４名）であります。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外役員の兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

地位 氏名 出 席 状 況 主な活動状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
監査等委員 久 富 有 道

取締役会：全15回中13回
（86.7%）

監査役会：全４回中４回
（100.0%）

監査等委員会：全９回中９回
（100.0%）

長年の上場企業管理部門における豊富な経験と
財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おり、その経験や知見を活かすことにより、当
社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた経
営の適切な監督及び健全性確保に貢献いただく
ことが期待されております。当事業年度中に出
席した取締役会、監査役会及び監査等委員会に
おいては、その有する知見を活かし、有益な助
言・提言を行うなど、当社の社外取締役として
期待される役割・職責を果たしております。加
えて、当年度は任意の指名・報酬委員会の委員
長を務め、指名・報酬プロセスの客観性・透明
性の確保に貢献しております。

取 締 役
監査等委員 船 山 雅 史

取締役会：全15回中15回
（100.0%）

監査等委員会：全９回中９回
（100.0%）

公認会計士・税理士の資格を有しており、財務
及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営
に関する幅広い活動経験から、当社の持続的な
成長と企業価値の向上に向けた経営の適切な監
督及び健全性確保に貢献いただくことが期待さ
れております。当事業年度中に出席した取締役
会及び監査等委員会においては、その有する知
見を活かし、有益な助言・提言を行うなど、当
社の社外取締役として期待される役割・職責を
果たしております。加えて、当年度は任意の指
名・報酬委員会の委員を務め、指名・報酬プロ
セスの客観性・透明性の確保に貢献しておりま
す。
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地位 氏名 出 席 状 況 主な活動状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
監査等委員 岡 田 尚 人

取締役会：全15回中15回
（100.0%）

監査等委員会：全９回中９回
（100.0%）

長年にわたり弁護士として法律事務に携わって
おり、企業法務全般の専門的知見と豊富な経験
から、当社の持続的な成長と企業価値の向上に
向けた経営の適切な監督及び健全性確保に貢献
いただくことが期待されております。当事業年
度中に出席した取締役会及び監査等委員会にお
いては、その有する知見を活かし、有益な助
言・提言を行うなど、当社の社外取締役として
期待される役割・職責を果たしております。加
えて、当年度は任意の指名・報酬委員会の委員
を務め、指名・報酬プロセスの客観性・透明性
の確保に貢献しております。

取 締 役
監査等委員 元 田 達 弥

取締役会：全15回中15回
（100.0%）

監査役会：全４回中４回
（100.0%）

監査等委員会：全９回中９回
（100.0%）

税理士の資格を有しており、企業会計・税務に
関する幅広い知識や経験から、当社の持続的な
成長と企業価値の向上に向けた経営の適切な監
督及び健全性確保に貢献いただくことが期待さ
れております。当事業年度中に出席した取締役
会、監査役会及び監査等委員会においては、そ
の有する知見を活かし、有益な助言・提言を行
うなど、当社の社外取締役として期待される役
割・職責を果たしております。

（注）いずれも就任期間中の状況を記載しております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

永和監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、監査の状況及び監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積りの妥当性を
検討した結果、監査報酬等の額につき、会社法第399条第１項の同意を行っています。

（3）非監査業務の内容
記載すべき事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査法人の選任手続きに際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任又は不再任

の決定方針」に照らして、該当する事実の有無について、担当部署や監査法人との面談等を
通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針では、
会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を総合的に勘案し、その必要
があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案とすることとな
っております。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいずれかに該
当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、2022年３月29日付で監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監視・監督機能の

強化、権限の委譲による迅速な意思決定並びに業務執行による経営の公正性、透明性及び効率性
の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制については、当社取締役会で決議いたしております。その内容の概要
は以下のとおりであります。

（1）業務の適正を確保するための体制
① 当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保す
るための体制
イ．経営理念、「コンプライアンス規程」をはじめとするコンプライアンス体制にかかる

規程を、当社グループの取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動
をとるための行動規範とします。

ロ．「内部通報規程」を制定し、コンプライアンス違反行為等について、当社グループの
取締役・使用人が直接情報提供を行える内部通報制度を整備します。内部通報制度
の利用者は、その利用において、いかなる不利益も受けないものとします。

ハ．当社グループの取締役・使用人の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役社
長直轄の内部監査責任者を選任し、「内部監査規程」に基づき当社における業務活動
の適正性及び効率性につき監視を行います。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務執行に係る情報・文書（電磁的記録を含む）については、「文書管理規

程」に基づき適切に保存・管理します。
ロ．取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社グループは、事業活動において想定される各種リスクを適切に認識し、損失発

生の未然防止に努めるため「リスク管理規程」を制定します。この規程に則り、当
社グループのリスク管理を統括するリスク管理担当役員を任命するとともに、リス
ク管理統括部門を設置し、取締役・使用人のリスク管理マインド向上のための勉強
会等を開催するなどリスク管理体制の整備を推進します。
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ロ．重大なリスクが顕在化したときは、損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情
報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じます。

④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
イ．取締役会に加えて、迅速に意思決定を行うため、必要に応じて会議等を機動的に開

催するものとします。
ロ．取締役会等において決定された事項は、当該業務を執行する担当部門において速や

かに実施する体制を整えます。
ハ．ＩＴを活用した情報システムを構築し、迅速かつ的確な経営情報の把握に努めます。

⑤ 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当
社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
イ．当社は、「子会社管理規程」を定め、子会社に対して経営上の重要事項の承認手続き

及び定期的な業務執行状況・財務情報などの報告が適正に行われる体制を整えます。
ロ．当社の内部監査の対象に子会社を含めることとし、当社グループ全体の業務が適正

であるかどうかを定期的にモニタリングして、必要な改善と適正性向上のための対
策を講じます。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ．財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適

切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、そ
の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融
商品取引法及び関係法令等との適合性を確保します。

ロ．財務報告の信頼性を確保するための内部統制構築に関する基本的計画を事業年度ご
とに策定し、これに沿ってこの体制を構築し、必要に応じた改善を行います。
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⑦ 当社の監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項及びその使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立
性に関する事項
イ．監査等委員会は、内部監査責任者その他の使用人に対し、監査業務補助を行うよう

要請できるものとします。
ロ．監査等委員会から職務の補助を求められた使用人は、業務遂行にあたり、監査等委

員会の指示のみに従うものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指
揮・監督は受けないものとします。

⑧ 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等
委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び報告し
た者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
イ．取締役会等の重要な会議に監査等委員が出席することにより、情報の共有を図りま

す。また、監査等委員会から重要な事項に関して説明を求められた場合には、適切
に対応します。

ロ．当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要な事項、内部監査の実施状況、当社
グループの内部統制に関する状況を監査等委員会に報告します。

ハ．当社は、前項の報告をした者に対して、その報告をしたことを理由に不利な取扱い
を行うことを禁止します。

⑨ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社の監査等委員がその職務につき、当社に対して費用の前払等の請求をしたとき
は、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと
認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行います。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定します。
ロ．監査の実施にあたり監査等委員会が必要に応じて弁護士、公認会計士等の外部専門

家を起用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証します。
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⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ．当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対

しては、毅然とした姿勢で組織的に対応します。
ロ．反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察・弁護士・公益財団法人神奈

川県暴力追放推進センター等の外部専門機関とも連携し、事案発生時に速やかに対
処できる体制を整備します。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針

に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

① 主な会議の開催状況として、取締役会は15回開催され、事業計画の進捗状況確認及び重
要な意思決定等において活発な議論を行い、経営の監視・監督に努めております。また、
監査等委員会は毎月開催され、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の
協議等を行っております。

② 監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当
社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査責任者、監査法人との間で意見交換会を実
施し、情報交換等の連携を図っております。

③ 内部監査責任者は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行の監査、内部統制
監査を実施いたしました。
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連 結 貸 借 対 照 表
2022年12月31日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工具、器具及び備品
土 地

無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

2,667,783
2,235,863
322,980

4,748
8,728

84,034
11,427
83,807
39,268
23,849
2,478

12,939
2,310
157

1,687
465

42,228
16,195
26,032

流 動 負 債 424,417
支払手形及び買掛金 101,075
未 払 金 12,579
未 払 法 人 税 等 97,900
未 払 消 費 税 等 56,298
前 受 金 121,259
賞 与 引 当 金 4,816
そ の 他 30,487

固 定 負 債 276,708
退職給付に係る負債 20,458
役員退職慰労引当金 256,250
負 債 合 計 701,125

純 資 産 の 部
株 主 資 本 2,049,703
資 本 金 162,497
資 本 剰 余 金 141,505
利 益 剰 余 金 1,745,845
自 己 株 式 △145

非 支 配 株 主 持 分 762
純 資 産 合 計 2,050,465

資 産 合 計 2,751,590 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,751,590
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
自 2022年
至 2022年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,984,792
売 上 原 価 1,594,051

売 上 総 利 益 1,390,741
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 763,879

営 業 利 益 626,862
営 業 外 収 益

受 取 利 息 299
為 替 差 益 4,845
債 務 勘 定 整 理 益 16,051
助 成 金 収 入 89
そ の 他 60 21,345

営 業 外 費 用
そ の 他 162 162
経 常 利 益 648,045

特 別 損 失
そ の 他 1 1
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 648,044
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 208,112
法 人 税 等 調 整 額 2,093 210,206
当 期 純 利 益 437,838
非支配株主に帰属する当期純損失 194
親会社株主に帰属する当期純利益 438,032

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
自 2022年
至 2022年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
当期首残高 162,021 141,283 1,471,265 △68
当期変動額
新株の発行 476 476
剰余金の配当 △163,452
連結子会社の増資に
よる持分の増減 △254

親会社株主に
帰属する当期純利益 438,032

自己株式の取得 △76
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当期変動額合計 476 221 274,580 △76
当期末残高 162,497 141,505 1,745,845 △145

株 主 資 本
非支配株主持分 純資産合計

株主資本合計
当期首残高 1,774,501 702 1,775,204
当期変動額
新株の発行 952 952
剰余金の配当 △163,452 △163,452
連結子会社の増資に
よる持分の変動 △254 △254

親会社株主に
帰属する当期純利益 438,032 438,032

自己株式の取得 △76 △76
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額) 60 60

当期変動額合計 275,201 60 275,261
当期末残高 2,049,703 762 2,050,465
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
2022年12月31日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

2,591,461

2,185,307

316,223

78,520

10,420

990

218,043

39,075

23,760

2,375

12,939

1,739

157

1,116

465

177,228

135,000

16,195

26,032

流 動 負 債 416,548
買 掛 金 95,273
未 払 金 12,529
未 払 費 用 18,298
未 払 法 人 税 等 97,610
未 払 消 費 税 等 55,453
前 受 金 121,259
預 り 金 11,158
賞 与 引 当 金 4,718
そ の 他 245

固 定 負 債 276,708
退 職 給 付 引 当 金 20,458
役員退職慰労引当金 256,250
負 債 合 計 693,256

純 資 産 の 部
株 主 資 本 2,116,249
資 本 金 162,497
資 本 剰 余 金 140,997
資 本 準 備 金 140,997

利 益 剰 余 金 1,812,899
利 益 準 備 金 5,375
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,807,524
繰 越 利 益 剰 余 金 1,807,524

自 己 株 式 △145
純 資 産 合 計 2,116,249

資 産 合 計 2,809,505 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,809,505
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
自 2022年
至 2022年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,921,569
売 上 原 価 1,550,638

売 上 総 利 益 1,370,931
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 732,632

営 業 利 益 638,298
営 業 外 収 益

受 取 利 息 397
為 替 差 益 4,845
債 務 勘 定 整 理 益 16,051
関 係 会 社 業 務 受 託 収 入 1,320
助 成 金 収 入 89
そ の 他 60 22,764

営 業 外 費 用
そ の 他 162 162
経 常 利 益 660,900

特 別 損 失
そ の 他 1 1
税 引 前 当 期 純 利 益 660,898
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 207,822
法 人 税 等 調 整 額 2,093 209,916
当 期 純 利 益 450,982

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2022年
至 2022年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 162,021 140,521 140,521 5,375 1,519,993 1,525,368
当期変動額
新株の発行 476 476 476
剰余金の配当 △163,452 △163,452
当期純利益 450,982 450,982
自己株式の取得
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 476 476 476 － 287,530 287,530
当期末残高 162,497 140,997 140,997 5,375 1,807,524 1,812,899

株 主 資 本
純資産合計

自己株式 株主資本合計
当期首残高 △68 1,827,842 1,827,842
当期変動額
新株の発行 952 952
剰余金の配当 △163,452 △163,452
当期純利益 450,982 450,982
自己株式の取得 △76 △76 △76
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） －

当期変動額合計 △76 288,406 288,406
当期末残高 △145 2,116,249 2,116,249
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年２月21日

株式会社グローバルインフォメーション
取締役会 御中

永和監査法人
東京都中央区
指定社員
業務執行社員 公認会計士 荒川 栄一

指定社員
業務執行社員 公認会計士 清水 巧

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社グローバルインフォメーションの2022

年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社グローバルインフォメーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年２月21日

株式会社グローバルインフォメーション
取締役会 御中

永和監査法人
東京都中央区
指定社員
業務執行社員 公認会計士 荒川 栄一

指定社員
業務執行社員 公認会計士 清水 巧

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グローバルインフォメーションの

2022年１月１日から2022年12月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年1月１日から2022年12月31日までの第28期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等
に従い、内部監査部門及びその他の関係部門と連携の上、取締役会その他重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び重要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人永和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月17日
株式会社グローバルインフォメーション 監査等委員会

常勤監査等委員 久 富 有 道 ㊞

監査等委員 船 山 雅 史 ㊞

監査等委員 岡 田 尚 人 ㊞

監査等委員 元 田 達 弥 ㊞

（注）監査等委員久富有道、船山雅史、岡田尚人及び元田達弥は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
定める社外取締役であります。

以上

以上
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株主総会会場ご案内
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北口
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麻生消防署

昭和音楽大学

イオン・ビブレ

新百合ヶ丘
エルミロード

麻生区役所

津久井道

新百合ヶ丘駅北口

麻生スポーツセンター入口

川
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西

合
同
庁
舎

麻生区役所南側

至 唐木田

至 新宿至 町田

新百合ヶ丘駅入口

麻生警察署前麻生警察署

南口

Ｐ
バス

ターミナル

遊歩道

HOTEL

SHIN－YURI
MOLINO

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

川崎市麻生区上麻生１丁目１番１号
ホテル モリノ新百合丘 ７階 桧の間

TEL 044－953－5111（代）

交通：【徒歩の場合】
◎小田急線／新百合ヶ丘駅より南口を出て左折 徒歩１分
【お車ご利用の場合】
◎東名川崎I.C.より約20分
◎空港リムジンバスにて、成田より約140分、
羽田より約70分
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電子提供措置の開始日 2023年３月６日

株主各位

第28期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連 結 注 記 表
個 別 注 記 表
（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

株式会社グローバルインフォメーション
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 株式会社ギブテック

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
商品及び製品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げ

の方法により算定）
原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り

下げの方法により算定）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 12～50年
工具、器具及び備品 ２～８年

②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
商標権 10年
ソフトウエア（自社利用） ５年

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権等の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当

連結会計年度に見合う分を計上しております。
③役員退職慰労引当金
親会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

2023年02月21日 20時08分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 48 ―

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法
親会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して
おります。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業に

おける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）は、以下のとおりです。
①市場・技術動向に関する情報提供事業
市場・技術動向に関する情報提供事業には、市場調査レポート、年間情

報サービス、委託調査、国際会議・展示会の４つの商品区分が含まれます。
市場・技術動向に関する情報提供事業における収益は、各取引の実態に

応じて、一時点もしくは一定の期間にわたり収益を認識しております。
一時点で収益を認識する取引として、市場調査レポート、委託調査、国

際会議・展示会がありますが、顧客へ納品し顧客の検収が完了した時点又
は会議・展示会の開催日に収益を認識しております。
一定の期間にわたり収益を認識する取引として、年間情報サービスの履

行義務があります。年間情報サービスの履行義務は、履行義務が主に時の
経過につれて充足されるため、顧客との契約に係る取引価格を契約期間に
わたり均等に収益を認識しております。
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②その他事業
その他事業には、連結子会社である株式会社ギブテックにおけるLPWA

通信方式を利用した通信機器の販売、受託開発等が含まれます。
その他事業における収益は、各取引の実態に応じて、一時点で収益を認

識しております。
通信機器の販売及び受託開発は、顧客へ納品し顧客の検収が完了した時

点で、各々収益を計上しております。

会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに

定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる利益剰余金の期首残高へ
与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用による当連結会計年度の損益に与える影響は

ありません。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以

下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算
定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる連結計算書類への影響はありません。

連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 21,053千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式に関する事項
当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 2,947,500株

２．剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の
総額
(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2022年３月29日
定時株主総会 普通株式 97,134 33 2021年

12月31日
2022年
３月30日

2022年８月８日
取締役会 普通株式 66,317 22.5 2022年

６月30日
2022年
９月６日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌連結会
計年度となるもの

普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決 議 配当の原資株式の種類
配当金の
総額
(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2023年３月29日
定時株主総会 利益剰余金 普通株式 66,316 22.5 2022年

12月31日
2023年
３月30日

３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来して
いない新株予約権を除く）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 9,300株

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、

資金調達については銀行借入による方針です。一時的な余資は安全性の高い金
融資産で運用し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びリスク
外貨建預金については、主に商品の輸入に伴う外貨建代金決済に利用してお

り、為替の変動リスクに晒されております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、管理部が取引先別に期日及び残高を管理する

とともに、入金状況を営業部門に随時連絡しております。販売管理規程 与信
管理基準に基づき、取引先毎に与信限度額を設定し、信用リスクの低減を図
っております。
②資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)
の管理
当社は、管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性

リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金及び預金、売
掛金、支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等は、短期間で
決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略して
おります。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 敷金及び保証金 ※ 26,032 21,641 △4,391
資産計 26,032 21,641 △4,391

※ 連結貸借対照表では投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりま
す。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイ

ンプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位
が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。
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(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 ‐ 21,641 ‐ 21,641
合計 ‐ 21,641 ‐ 21,641

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価は、期末から返還までの見積り期間に基づき、将来キャッシ

ュ・フロー（資産除去債務の履行により最終的に回収が見込めない金額控除後）
を国債の利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定
しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記
１．収益の分解
セグメント別及び財又はサービスに分解した分析は、次のとおりであります。

セグメント名称 区分 売上高(千円)

市場・技術動向に関する情報提供事業

市場調査レポート 2,553,137
年間情報サービス 157,409
委託調査 208,677
国際会議・展示会 2,345

計 2,921,569
その他事業 その他 63,222
外部顧客への売上高 2,984,792
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２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 連結計算書類の作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記 ４．会計方針に関する事項 (5) 重
要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高

当連結会計年度(期首)
(2022年１月１日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

契約負債 116,509千円 121,259千円
(注)１．連結貸借対照表上、契約負債は前受金に計上しております。

２．契約負債は、年間情報サービスの販売に係る前受代金相当額であり、期末時
点において履行義務を充足していない残高であります。

３．当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた
額は94,943千円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がな

いため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する記載を省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重
要な金額はありません。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 695円42銭
１株当たり当期純利益 148円64銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 12～50年
工具、器具及び備品 ２～８年

(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
商標権 10年
ソフトウエア（自社利用） ５年

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当

事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。

(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上

しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
は、以下のとおりです。
市場・技術動向に関する情報提供事業には、市場調査レポート、年間情報サ

ービス、委託調査、国際会議・展示会の４つの商品区分が含まれます。
市場・技術動向に関する情報提供事業における収益は、各取引の実態に応じ

て、一時点もしくは一定の期間にわたり収益を認識しております。
一時点で収益を認識する取引として、市場調査レポート、委託調査、国際会

議・展示会がありますが、顧客へ納品し顧客の検収が完了した時点又は会議・
展示会の開催日に収益を認識しております。
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一定の期間にわたり収益を認識する取引として、年間情報サービスの履行義
務があります。年間情報サービスの履行義務は、履行義務が主に時の経過につ
れて充足されるため、顧客との契約に係る取引価格を契約期間にわたり均等に
収益を認識しております。

会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又
はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取
ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに

定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる利益剰余金の期首残高へ
与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用による当事業年度の損益に与える影響はあり

ません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以

下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会
計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年
７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによ
る計算書類への影響はありません。
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会計上の見積りに関する注記
関係会社投融資の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

関係会社株式は、連結子会社である株式会社ギブテックに対するものであ
ります。

当事業年度
関係会社株式 135,000千円

(2) 見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
当社は、関係会社株式について取得原価をもって貸借対照表価額とし、実

質価額が著しく低下した場合には相当の減損処理を行いますが、回復する見
込があると認められる場合には減損処理を行わないこととしております。
②主要な仮定
関係会社投融資の評価においては、関係会社の将来の事業計画を基礎とし

て関係会社株式の回復可能性を判断しております。将来の事業計画は、生産
数量及び販売数量の見込み、景気動向、顧客動向、技術革新の予測を、主要
な仮定としております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
将来の事業計画は、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、

見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、関係会社株式の評価の判断に
重要な影響を与える可能性があります。

貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 20,635千円
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損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引以外による取引高 1,418千円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項
普通株式 81株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 1,645千円
退職給付引当金 6,211千円
役員退職慰労引当金 77,797千円
その他 8,338千円

繰延税金資産小計 93,992千円
評価性引当額 △77,797千円
繰延税金資産合計 16,195千円
繰延税金資産純額 16,195千円

関連当事者との取引に関する注記
１．子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

２．役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表 重要な会計方針に係る

事項に関する注記 ４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 718円00銭
１株当たり当期純利益 153円03銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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